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※６月３０日（木）までを期限に募集していた同事業の追加募集となります。 

 
 本市では，介護サービス事業者が介護事業所における介護職の業務の見直し等を行い，元

気高齢者や再就職を希望する方などの地域人材を，直接介助以外の補助業務に従事する「介

護助手」として雇用する取組を支援しています。 
 事業内容は，新たに介護助手を３か月間の短期雇用契約で雇用した場合に，介護助手１名

につき雇用奨励金を最大１０万円交付するものです。 
 つきましては，参加事業者募集の報道について，よろしくお願いいたします。 

 
記 

 
 １ 対象事業者：函館市内で通所系居宅サービス事業所や介護保険施設等を運営する事業者 
 ２ 事業者の取組：① 業務の効率化・介護職の働き方の検討 
         ② 地域への広報および短期雇用就労マッチング 
         ③ 雇用した介護助手への介護の附帯業務の指導 

  
 ３ 雇用奨励金の交付：事業者が，２の取組の①～③を実施し，短期雇用契約で介護助手を３か月

間雇用後に継続雇用就労マッチングを行った場合，介護助手へ支払った賃

金（基本給のみ）に対し，雇用奨励金を交付します。 
         雇用奨励金の額は，新たに雇用した介護助手１人あたり１０万円（ただし

３か月間の短期雇用契約期間の賃金が１０万円に満たない場合は，賃金と

して支払った額）とします。 
 ４ 申 込 方 法：事業計画書を９月３０日（金）まで地域福祉課地域福祉担当あて，必要書

類を提出 
 
 ○URL：https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2018052100010/ 

 ※詳細は別添パンフレットをご参照ください。 
 

【お問い合わせ】函館市保健福祉部地域福祉課 

担当：伊藤，若狭 連絡先 21-3289  
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介護助手活用促進事業に関する参加事業者の募集をしています！ 
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